
試

験

を

実

施

す

る

者

試

験

の

種

類

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

社
団
法
人
日
本
自
動
車
整
備
振

興
会
連
合
会

東
京
都
港
区
元
赤
坂
一
丁
目
一
番
十
六
号

二
級
自
動
車
整
備
技
能
認
定

試
験
及
び
三
級
自
動
車
整
備

技
能
認
定
試
験

試

験

を

実

施

す

る

者

試

験

の

種

類

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

社
団
法
人
日
本
自
動
車
整
備
振

興
会
連
合
会

東
京
都
港
区
元
赤
坂
一
丁
目
一
番
十
六
号

自
動
車
タ
イ
ヤ
整
備
技
能
認

定
試
験
、
自
動
車
電
気
装
置

整
備
技
能
認
定
試
験
及
び
自

動
車
車
体
整
備
技
能
認
定
試

験

名

称

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

社
団
法
人
日
本
自
動
車
機
械
工
具
協

会

東
京
都
新
宿
区
新
宿
七
丁
目
二
十
三
番
五
号

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

行
う
こ
と
が
で
き
る
運
搬
方
法
確
認
の
区
分

財
団
法
人
原
子
力

安
全
技
術
セ
ン

タ
ー

東
京
都
文
京
区
白
山
五
丁
目

一
番
三
の
百
一
号

Ｂ
Ｍ
型
輸
送
物
の
運
搬
に
係
る
確
認
及
び
Ｂ
Ｕ
型
輸
送

物
の
運
搬
に
係
る
確
認

名

称

業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

行
う
こ
と
の
で
き
る
運
搬
方
法
確
認
の
区
分

財
団
法
人
原
子
力
安

全
技
術
セ
ン
タ
ー

東
京
都
文
京
区
白
山
五
丁
目
一
番
三

の
百
一
号

一

Ｂ
Ｍ
型
輸
送
物
で
あ
っ
て
核
分
裂
性
輸

送
物
で
あ
る
も
の
の
運
搬
に
係
る
確
認

二

Ｂ
Ｍ
型
輸
送
物
（
核
分
裂
性
輸
送
物
で

あ
る
も
の
を
除
く
。）の
運
搬
に
係
る
確
認

三

Ｂ
Ｕ
型
輸
送
物
で
あ
っ
て
核
分
裂
性
輸

送
物
で
あ
る
も
の
の
運
搬
に
係
る
確
認

四

Ｂ
Ｕ
型
輸
送
物
（
核
分
裂
性
輸
送
物
で

あ
る
も
の
を
除
く
。）の
運
搬
に
係
る
確
認

五

核
分
裂
性
輸
送
物
（
Ｂ
Ｍ
型
輸
送
物
又

は
Ｂ
Ｕ
型
輸
送
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）

の
運
搬
に
係
る
確
認
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第
六
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

７

前
項
の
表
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
試
験
の
指
定
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ

る
者
が
実
施
す
る
試
験
に
つ
い
て
行
う
。

一

職
員
、
試
験
事
務
の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
試
験
事
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
が
試
験
事

務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
試
験
事
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
技
術

的
能
力
が
あ
る
こ
と
。

三

試
験
事
務
以
外
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
試
験
事
務
が
不
公
正

に
な
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

８

第
六
項
の
表
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
試
験
を
実
施
す
る
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
並
び
に
試
験
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

９

第
六
項
の
表
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
試
験
を
実
施
す
る
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
並
び
に
試
験
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一
条
第
二
項
第
三
号
中
「
別
表
第
一
に
掲
げ
る
精
度
を
有
す
る
」
を
「
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合

す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
者
の
行
う
検
査
に
合
格
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
又
は
地

方
運
輸
局
長
が
自
動
車
の
検
査
用
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
精
度

を
有
す
る
も
の
」
を
削
る
。

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
較
正
」
を
「
校
正
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
較こ

う

正
」
を
「
校
正
」
に
、「
地
方
運
輸

局
長
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
較こ

う

正
」
を
「
校
正
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
地
方
運
輸
局
長
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
較こ

う

正
」
を「
校
正
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
地
方
運
輸
局
長
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
較こ

う

正
」
を

「
校
正
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、「
地
方
運
輸
局
長
」

を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
行
う
。

一

職
員
、
校
正
事
務
の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
校
正
事
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
が
校
正
事

務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
校
正
事
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
技
術

的
能
力
が
あ
る
こ
と
。

三

校
正
事
務
以
外
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
校
正
事
務
が
不
公
正

に
な
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

第
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

指
定
機
関
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一

削
除

（
軽
自
動
車
検
査
協
会
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

軽
自
動
車
検
査
協
会
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
者
の
行
う
検
査
に
合
格
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
又
は

国
土
交
通
大
臣
が
軽
自
動
車
の
検
査
用
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
別
表
に
掲
げ
る
精
度

を
有
す
る
も
の
」
を
削
る
。

別
表
を
削
る
。

（
放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
運
輸
省
令
第

二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
公
示
）

第
五
条
の
二

指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
行
う
こ
と
が
で
き
る
運
搬
方
法

確
認
の
区
分
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

核
燃
料
物
質
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
運
輸
省
令
第
三
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
公
示
）

第
四
条
の
二

指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
の
名
称
、
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
及
び
行
う
こ
と
の
で
き
る
運
搬

方
法
確
認
の
区
分
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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